
  

平 成 2 9 年 ８ 月 ８ 日 

  土地・建設産業局不動産市場整備課 
 

「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び 
「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の 

整備に関する政令」を閣議決定 

Ⅰ．背景 

 空き家・空き店舗等の再生について、不動産特定共同事業※の活用をより一層促進するとともに、観

光等の成長分野を中心に良質な不動産ストックの形成を促進するため、「不動産特定共同事業法の一部を

改正する法律」（平成 29年法律第 46号。以下「改正法」という。）が平成 29年６月２日に公布されまし

た。 

  今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な規定の整備を行います。 

※ 組合形式で出資を受け、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業等。 

Ⅱ．概要 

（１）不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

  改正法の施行期日は、平成 29年 12月１日とする。 

（２）不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 
  
〔１〕小規模不動産特定共同事業の出資額 

     １）事業者が一人の事業参加者から受けることのできる出資額の上限を 100万円とする。 

ただし、特例投資家については、自ら投資に関するリスク判断ができることから、当該事業に関す

る出資総額を超えない範囲内である１億円とする。 

     ２）事業参加者からの出資の合計額（＝出資総額）の上限を、１億円とする。また、小規模第２号事

業者が複数の特例事業者から委託を受ける場合、その取り扱うことのできる事業の出資総額の合計の

上限は、10億円とする。 

   

〔２〕小規模不動産特定共同事業者の登録に係る資本金又は出資の額 

    小規模不動産特定共同事業者の最低資本金の金額については、1000万円とする。 

 

〔３〕このほか、所要の改正を行う。  

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課 西川・山辺・近 

  代表番号：03-5253-8111（内線：25-132、25-153、25-154） 

  直通番号：03-5253-8289 

FAX 番号：03-5253-1579 

 

第 193 回国会において成立した「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行期日を定

める政令及び同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。 

～空き家・空き店舗等の再生による地方創生を推進します！～ 


